
重要事項説明書 
 

本説明書は、保育園キッズ・マリーナ浦和園（以下「当園」という。）における特定教育・保育の提供の開始に際し、

利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を示すものです。 

平成２８年３月１日現在 

１ 設置者 

設置者の名称 株式会社ＬＩＤＯ 

代表者氏名 代表取締役 山岸 友和 

本店所在地 さいたま市南区白幡４−１４−２２ 

電話番号 ０４８－７６４−９８０３ 

 

２ 目的及び運営方針 

目的 保育の必要性がある乳児又は幼児に対し、日々保育を提供することを目的とする。 

運営方針 

１ 当園を利用する乳児又は幼児（以下「利用乳幼児」という。）の最善の利益を考慮し、その福祉

を積極的に増進するものとする。 

２ 保育に関する専門性を有する職員が、利用乳幼児の家庭との緊密な連携のもとに、利用乳幼児

の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。 

３ 利用乳幼児の家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、利用乳幼児の保護者に対す

る支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。 

４ 児童福祉法その他関係法令等を遵守し、運営を行うものとする。 

 

３ 当園の概要 

名称 保育園キッズ・マリーナ浦和園 

所在地 〒３３０－００６３ さいたま市浦和区高砂４−６−３ヴィラ鹿島台１０１ 

電話番号 ０４８−７１１ー−２２６６ 

認可年月日 平成２７年３月３１日 

管理者氏名 山岸 友和 

利用定員 １９名 

 
内訳 

０歳児 １歳児 ２歳児  

 ３名 ８名 ８名  

自己評価の概要 当園が定める自己評価基準に基づき毎年度実施 

第三者評価の概要 当園が指定する評価機関に評価を５年ごとに依頼し実施予定 

職員の研修実施状況 
１ さいたま市が実施する保育士研修、専門研修に参加 

２ 埼玉県及び法人内研修・園内研修を実施、参加 

 

４ 職員の職種、員数及び職務の内容 

職種 員数 職務の内容 

施設長（園長） １名 保育園の運営管理全般、職員の指揮監督 

管理者 １名 地域の保護者等への子育て支援、管理者（園長）の補佐、保育士等の統括 

保育士 5名以上 保育業務、保育計画等の立案、家庭との連絡 

保育従事者 ２名以上 配膳、清掃消毒、洗濯、散歩見守り業務等 

 

５ 開園日、開園時間 

開園日 月曜日から土曜日まで 

開園時間 ７時３０分から１９時００分まで（土曜日は１８時３０分まで） 

 

保育標準時間 ７時３０分から１８時３０分まで 

 延長保育時間 
朝 なし 

夕 １８時３１分から１９時００分まで（土曜日は延長保育なし） 

保育短時間 ８時３０分から１６時３０分まで 

 延長保育時間 

朝 ７時３０分から８時２９分まで 

夕 
１６時３１分から１８時３０分まで 

１８時３１分から１９時００分まで（土曜日は延長保育なし） 

 

６ 休園日 

当園の休園日は、次に掲げる日とします。 

１ 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 

２ １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 



 

７ 保育士配置基準 

０歳児 １歳児 ２歳児 

３：１ ６：１ ６：１ 

 

８ 施設の概要 

建物 鉄骨コンクリート造 ３階建ての 1 階 延べ床面積：８４.５９㎡ 

乳児室・ほふく室 １室  面積 ２４.４㎡ 

調理室 １室  面積 ３.６４㎡ 

保育室・遊戯室 １室  面積 ３８.０７㎡ 

設備の種類 冷暖房、児童用トイレ 

安全対策 スポーツ共済、施設賠償責任保険 

その他 屋外遊技場の代替場所：別所沼公園（徒歩１０分） 

 

９ 連携施設 

社会福祉法人碧凪会 中浦和まりーな保育園 

 施設所在 さいたま市南区別所５−１０−１７ TEL ０４８−８３６−０００１ 

連携内容 卒園後の受入：８枠／園庭開放／保育内容の支援／事故への対応／代替保育の提供 

 

１０ 土曜共同保育 

連携施設 中浦和まりーな保育園、保育園キッズ・マリーナ  

実施場所 中浦和まりーな保育園 (さいたま市南区別所 5-10-17  TEL/048-836-0001) 

緊急時の対応 一時避難場所「別所沼公園」 ②一斉メール・１７１の伝言ダイヤル 

保育士配置 保育園キッズ・マリーナ及び保育園キッズ・マリーナ浦和園から１名以上。 

中浦和まりーな保育園より１名以上。（利用人数に応じる） 

アレルギー児 毎月１回３園で会議を行い、情報を共有する。 

 

１１ 衛生管理 

当園における衛生管理は、次に掲げるもののほか、その他関係法令等を遵守し、衛生管理を行うものとします。 

１ 当園は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生

上必要な措置を講じるものとする。 

２ 厚生労働省の定める感染症ガイドラインに基づき感染症又は食中毒が発生し、又まん延しないように必要な措

置を講じるものとする。 

３ 当園は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行うものとする。 

  尚、園での投薬は利用園児の健康面を考慮し、原則行わないものとする。 

 

１２ 食事 

当園における食事（給食等の提供）は、次に掲げるもののほか、その他関係法令等を遵守し、提供するものとする。 

１ 系列園（中浦和まりーな保育園）の施設内において調理したものを搬入して提供する。 

２ 献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとする。 

３ 食品の種類及び調理方法は、栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものとする。 

４ 保護者に献立の配布・写真の掲示をし、家庭との連携を図る。利用乳幼児の健康な生活を基本として、家庭・

保育所相互に食を営む力の育成に努めるものとする。 

昼食・おやつ・補食 毎月 1５日前後に翌月の献立表を保護者に配布する。 

アレルギー対応 
使用する食材のうちアレルギー等で食べられないものがある場合は、 事前に御連絡くだ

さい。御相談の上、除去するなどの対応をとります。 

 衛生管理等 調理員及び調乳・食事介助を行なう保育従事職員は、毎月検便を行っています。 

 

１３ 健康診断等 

１ 当園は利用乳幼児に対し１年２回の定期健康診断を学校保健安全法の規定に準じて行うものとする。 

２ 検診の結果につきましては、児童票及び連絡帳に記載します。 

 

１４ 利用者負担額 

保育料 

１ 保育費用のうち利用者負担額（月額の保育料）は、さいたま市特定教育・保育施設

及び地域型保育事業に関する利用者負担額を定める条例によります。 

２  保育費用のうち、 地域型保育給付額を市町村より利用者に代わり当施設が受領

（法定代理受領）することになりますが、受領額を利用者に文書で通知します。 



３  保育料・その他月謝の支払は以下の方法でお願いします。 

・ 保育料：ゆうちょ銀行振込（利用当月２０日期限） 

・延長保育料、連絡帳代、敷き布団リース代：集金袋にて支払う（利用当月１０日期限） 

延長保育料 

・保育標準時間 … ３５０円／回（18:31～19:00）    

・保育短時間  … ３５０円／回（7:30～8:29まで）  

 (8:30～16:30)   ３５０円／回（16:31～18:30まで） 

 ３５０円／回（18:31～19:00） 

連絡帳（０１２歳児） １冊２００円（都度購入） 

スポーツ共済費 ２４０円／年 

布団リース代 
５００円／月  

※下痢・嘔吐等で汚れてしまった際は、別途交換料金１，０００円がかかります。 

その他（実費負担） 遠足代、写真代、卒園アルバム代など 

 

１５ 施設の利用開始及び終了に関する事項並びに利用にあたっての留意事項 

（１）利用開始および終了に関する事項 

利用開始 お住まいの市の利用調整結果に基づき保育必要認定証の支給内容等を確認し契約締結する。 

利用終了 

保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、保育園キッズ・マリーナ浦和園の利用終了となり

ます。また、地域型保育給付の支給対象外となった後、当施設を利用する場合、保育料とともに地域

型保育給付額と同額を請求させていただくことになりますので必ず、終了予定をご連絡下さるようお

願いいたします。 

（２）利用にあたっての留意事項 

欠席する場合 又は 

登園の時間が遅れる場合 

給食発注の都合上、当日朝９時までにご連絡願います。 

お迎えが遅れる場合 18 時半をすぎる場合は、当日 17 時 30 分までにご連絡願います 

土曜保育を利用する場合 
「中浦和まりーな保育園」への送迎をお願い致します。利用する場合は、食事提供

と職員配置の関係上、事前に当園指定の利用確認書を提出ください。 

毎朝の体温等の確認 登園前に必ず体温や健康状態等の確認を行ってください。 

感染症について 

麻疹（はしか）・百日咳・水疱瘡・耳下腺炎等の感染症にかかった場合は、別紙の登

園停止期間を経過してから登園してください。※登園の際は治癒証明書が必要にな

ります。 

発熱のある場合について 熱が 37.6度以上ある場合は、登園を控えてください。 

投薬について 

医療行為に当たるため原則として行いません。ただし、医師の処方を受けた薬に限

り、医師の指示に基き行うことができます。所定の用紙にて申請をお願い致します。

その他、必要に応じて個別に相談させていただきます。 

入園時に用意するもの オムツ１袋、おしりふき（３パック）、その他 

毎日持参するもの 手拭きタオル、口拭きタオル、着替え、連絡ノート、ビニール袋 

 

１６ 緊急時等の対応 

保育時間中に、利用乳幼児の体調の急変、その他緊急事態が生じた場合は、あらかじめ利用乳幼児の保護者が指定

した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなど、別に定める「危機管理マニュアル」「食物アレ

ルギーマニュアル」に沿い必要な措置を講じる。 

嘱託医 石田 有世 

 病院名 石田医院 （さいたま市浦和区仲町４−１６−１） 

 電話番号 ０４８—８６１—２１８６ 

嘱託歯科医 前納 允 

 病院名 浦和くすのき歯科 （さいたま市浦和区高砂４−9−１０−３） 

 電話番号 ０４８−８６５−６６６１ 

消防署（救急） 
浦和消防署（さいたま市浦和区常盤６−１−２８） 

０４８−８６５−１１８８ 

警察署 
浦和警察署（さいたま市浦和区常盤４−１１−２１） 

０４８−８２５−０１１０ 

 

 

 

 

 

１７ 非常災害時の対応 



保育時間中に、自然災害、火災その他の災害が発生した場合は、別に定める、「危機管理マニュアル」に従って行動

し、利用乳幼児の安全の確保を図る。 

消防計画作成 浦和消防署 防火管理責任者 山岸友和 

避難訓練 火災及び自信を想定した避難訓練（月１回）を実施します。 

防災設備 消火器・誘導灯・カーテンなど 

避難場所 緊急避難場所 白幡公園 広域避難場所 さいたま市立南浦和小学校 

 

１８ 個人情報保護 

当法人にて情報セキュリティーポリシー(基本方針)を制定。職員間で個人情報についての研修を行い、遵守するこ

とを徹底する。当園の職員（職員であった者も含む）は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児及び

その家族の秘密を漏らしてはならないものとする。 

 

１９ 虐待防止のための措置に関する事項 

１ 保育園キッズ・マリーナ浦和園の設置者及び職員は児童福祉法第３３条の１０各号に掲げる以下の行為その他

当該児童の心身に有害な影響を与える行為は一切行わない。 

 ・ 入園児童等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。  

 ・ 入園児童等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。  

 ・ 入園児童等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保育施設職員としての保育業務 

を怠ること。  

 ・ 入園児童等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  

２ 児童虐待の防止等に関する法律第５条、第６条に基づき児童虐待の早期発見に努め、児童虐待を受けたと思わ

れる児童を発見した場合は、速やかに関係機関に通告する。 

３ 児童虐待の防止、早期発見のための知識と技術を習得するために毎年社内研修を実施する。 

 

２０ 全項目に掲げるもののほか、当該施設の運営に関する重要事項 

保護者会 
保育所からは行事やできごと、理事会(又は運営委員会）の内容等に関してお知らせするとともに、

保護者のご意見もいただく場とする。※年２回程度開催 

運営委員会 
保護者､外部委員（社会福祉事業について知識経験を有する方）及び事業者がさまざまな内容につ

いて意見を交換し､利用者の立場に立った良質な保育を行うために開催する。※年２回程度開催 

 

２１ 賠償責任保険の加入 

保険の種類 賠償責任保険 

１事故 1名につき ３億円 

 

２２ 保育内容に関する相談・苦情 

当園 

窓口設置場所 保育園キッズ・マリーナ浦和園 事務室内 

窓口開設時間 ７時００分から１９時００分まで 

相談解決責任者 山岸 友和 （園長） 

受付担当者氏名 森山 学 

受付方法 電話：０４８−７１１−２２６６  メール：info@marina-group.com 

第三者 

委員 

（１）名前 社会福祉法人優愛会理事長/沢目教輔 連絡先 ０８０—３４６２—３３９０ 

（２）名前 社会福祉法人大地会理事長/佐藤秀一 連絡先 ０８０—３３６０—２８２０ 

保育園キッズ・マリーナ浦和園の利用開始に当たり、本同意書の交付及び説明を受け、記載内容に同意したので署名

します。 

 

令和    年   月   日 

 

                  住所 

 

 

                  氏名                         印 


